
鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第５号

鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という。）に対応する同

表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項

等（以下「追加項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正

部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（目的） （目的）

第１条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法 第１条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法

（昭和51年法律第42号。以下「法」という。）に基 （昭和51年法律第42号。以下「法」という。）に基

づき、県内の林業従事者等に対して貸し付けられる づき、林業従事者等に対して貸し付けられる林業・

林業・木材産業改善資金について必要な事項を定 木材産業改善資金について必要な事項を定め、もっ

め、もって県内の林業及び木材産業の経営の健全な て林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生

発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の 産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資する

向上に資することを目的とする。 ことを目的とする。

（定義） （定義）

第２条 この規則において「林業従事者等」とは、次 第２条 この規則において「林業従事者等」とは、法

に掲げる者（県内に住所又は事務所若しくは事業所 第３条第１項に規定する林業従事者等をいう。

を有しない者にあっては、知事が特に必要と認めた

者に限る。）をいう。

(１) 林業従事者

(２) 木材産業に属する事業を営む者であって、資

本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の

会社又は常時使用する従業員の数が100人（木材

製造業を営む者にあっては、300人）以下の会社

若しくは個人であるもの

(３) 前２号に掲げる者の組織する団体

(４) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体

以外のもの（会社にあっては、資本金の額若しく

は出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使

用する従事者の数が300人以下のものに限る。）

(５) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業



活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号。

以下「農商工等連携促進法」という。）第11条第

１項の認定中小企業者（前各号に掲げる者（県内

に住所又は事務所若しくは事業所を有する者に限

る。第８条において「県内林業従事者」とい

う。）が実施する林業・木材産業改善措置を支援

するため当該認定中小企業者又は当該認定中小企

業者が団体である場合におけるその直接若しくは

間接の構成員が農商工等連携促進法第４条第２項

第２号ロに掲げる措置を行う場合に限る。以下

「認定中小企業者」という。）

２ この規則において「林業・木材産業改善措置」と

は、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業

労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事

する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは

木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産

若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る

安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利

厚生施設を導入することをいう。

３ この規則において「林業・木材産業改善資金」と ２ この規則において「林業・木材産業改善資金」と

は、林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な は、林業・木材産業改善措置（林業経営若しくは木

次に掲げる資金をいう。 材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防

止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的とし

て新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開

始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導

入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林

業労働に従事する者の福利厚生施設を導入すること

をいう。以下同じ。）を実施するのに必要な次に掲

げる資金をいう。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

４ 略 ３ 略

（貸付金の償還方法等） （貸付金の償還方法等）

第５条 略 第５条 略

２ 貸付金の償還期間（３年以内の据置期間を含 ２ 貸付金の償還期間（据置期間を含む。以下同

む。）は、10年以内とする。 じ。）は、10年以内とし、貸付金の据置期間は、３

年以内とする。

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合 ３ 前項の規定にかかわらず、林業経営基盤の強化等

における貸付金の償還期間は、当該各号に定める期 の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法

間とする。 （昭和54年法律第51号）第３条第１項の認定を受け

た者が当該認定に係る同条第２項第３号の措置を実

施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のた

めの資金の融通等に関する暫定措置法施行令（昭和

54年政令第205号）第７条第１項に規定する資金を

借り入れる場合の償還期間は12年以内とし、林業労



働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第45

号）第５条第１項の認定を受けた同法第２条第２項

に規定する事業主が当該認定に係る計画に従って同

法第５条第１項に規定する改善措置を実施するのに

必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令

（平成８年政令第153号）第３条第１項に規定する

資金を借り入れる場合の償還期間は15年以内とす

る。

(１) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の

融通等に関する暫定措置法（昭和54年法律第51

号）第３条第１項の認定を受けた者が当該認定

に係る同条第２項第３号の措置を実施するのに

必要な林業経営基盤の強化等の促進のための資金

の融通等に関する暫定措置法施行令（昭和54年政

令第205号）第７条第１項に規定する資金を借り

入れる場合 12年以内（３年以内の据置期間を含

む。）

(２) 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成

８年法律第45号）第５条第１項の認定を受けた

同法第２条第２項に規定する事業主が当該認定に

係る計画に従って同法第５条第１項に規定する改

善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の

促進に関する法律施行令（平成８年政令第153

号）第３条第１項に規定する資金を借り入れる場

合 15年以内（３年以内の据置期間を含む。）

(３) 農商工等連携促進法第４条第１項の認定を受

けた者が当該認定に係る同条第２項第２号ロの措

置を実施するのに必要な資金を借り入れる場合

12年以内（５年以内の据置期間を含む。）

(４) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料と

しての利用の促進に関する法律（平成20年法律第

45号）第４条第１項の認定を受けた者が同法第９

条に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

（３年以内の据置期間を含む。）

（貸付資格の認定） （貸付資格の認定）

第８条 知事は、前条の規定による申請があったとき 第８条 知事は、前条の規定による申請があったとき

は、林業・木材産業改善措置計画の内容が知事が別 は、林業・木材産業改善措置計画の内容が知事が別

に定める要件に該当し、かつ、申請者（その者が団 に定める要件に該当し、かつ、申請者（その者が団

体である場合には、その団体又はその団体を構成す 体である場合には、その団体又はその団体を構成す

る者）が当該申請に係る林業・木材産業改善資金を る者）が当該申請に係る林業・木材産業改善資金を

もって林業・木材産業改善措置を実施することによ もって林業・木材産業改善措置を実施することによ

り、その経営（申請者が認定中小企業者である場合 り、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災

は、その申請者と共同で農商工等連携促進法第８条 害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図

第１項の認定農商工等連携事業を実施する県内林業 る見込みがあると認めたときに、認定を行うものと



従事者（その者が団体である場合には、その団体又 する。

はその団体を構成する者）の経営）を改善し、又は

林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に

従事する者の確保を図る見込みがあると認めたとき

に、認定を行うものとする。

２ 略 ２ 略

様式第４号（第12号関係） 様式第４号（第12号関係）

（表面） 略 （表面） 略

（裏面） （裏面）

林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書特約条項 林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書特約条項

(注) 必要に応じて、特約条項を記載すること。

（借入金の使用）

第１条 債務者（以下「乙」という。注：融資機

関）は、鳥取県（以下「甲」という。）から借り

受けたこの資金と同額を、 （以下「丙」

という。）に対し、利率、償還期間、据置期間、

償還方法及び償還期日を甲乙間のものと同一にし

て転貸する。

（期限前償還）

第２条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する

と認め、期限前償還の請求をしたときは、償還期

限（分割支払の場合の各支払期日を含む。以下同

じ。）にかかわらず、直ちに、債務の全部又は一

部を弁済する。

(１) 乙が県貸付金を貸付けの目的以外の目的に

使用したとき。

(２) 乙が県貸付金の償還金の支払を怠ったとき

（丙に転貸した貸付金の償還を林業・木材産業

改善資金助成法（昭和51年法律第42号）第12条

第２項において準用する同法第10条の規定によ

り猶予したことにより、乙が県貸付金の償還金

の支払を償還期日までに行うことができない場

合を除く。）。

(３) 甲が融資期間に対する貸付けに係る債権の

保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るた

め、その業務及び資産の状況に関し報告を求め

た場合に、乙がその報告を怠ったとき。

(４) 乙が借受金を借入後速やかに貸付けをしな

いとき。

(５) 乙がこの資金の借入れに際し、又は借入後

この借入金債務の全部を弁済するまでの間にお

いて、甲に対し虚偽の申請若しくは報告をし、

又は故意に必要な事実の報告を怠ったとき。



(６) 乙につき仮差押え、差押えの申請若しくは

競売の申立てがあったとき、又は破産若しくは

再生手続開始の申立てがあったとき。

(７) 乙が支払を停止し、若しくは手形交換所に

より取引停止処分を受けたとき、又は清算に入

ったとき。

(８) 乙が租税公課を滞納して督促又は保全差押

えを受けたとき。

(９) 乙が甲に数個の債務を負う場合において、

その１つでも期限に弁済しなかったとき。

(10) 乙が鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規

則（昭和51年鳥取県規則53号。以下「規則」と

いう。）及びこの契約又はこれらに基づく義務

の履行を怠ったとき。

(11) その他甲が債権保全上著しい支障があると

認めたとき。

（繰上償還）

第３条 乙は、償還期限にかかわらず借入金の全部

又は一部をいつでも繰上償還することができる。

（転貸債権の期限前償還及び繰上償還）

第４条 乙は、乙丙間の特約に基づき丙に債務の期

限前償還を請求しようとするときは、あらかじめ

甲に通知するものとする。

２ 乙は乙丙間の特約に基づき丙に対し債務の期限

前償還を請求してその弁済を受けたとき、又は丙

の任意の弁済を受けたときは、速やかに受領額を

この契約に定める償還期限にかかわらず甲に償還

する。

３ 甲は、乙が乙丙間の特約に基づき丙に対し債務

の期限前償還を請求できる場合には、丙に期限前

償還の請求をするよう乙に対し指示することがで

きる。

（経理上の措置）

第５条 乙は、この借入金の使途を明らかにするた

め、甲の指示するところに従い、経理上必要な措

置を行う。

（報告）

第６条 乙は、次に掲げる場合には、甲の定めると

ころにより、遅滞なく甲に報告する。

(１) この借入金の転借により改良、造成又は取

得された施設が貸付けの目的に反して使用さ

れ、譲渡され、交換され、貸し付けられ、若し

くは担保に供され、又は公用収用されることと

なったことを知った場合

(２) 乙の住所、名称、資本金若しくは代表者に



異動を生じ、又は乙に解散その他これに準ずる

事実が発生した場合

(３) 乙の資産若しくは事業の状況に著しい変動

を生じ、又はその恐れのある場合

(４) 前各号に掲げるもののほか、乙丙間の特約

に基づき丙より報告を受けた場合

(５) その他甲が指示する場合

（調査）

第７条 乙は、甲の役職員その他甲の委任を受けた

者が、乙の事務所その他必要な場所の立ち入り、

事業の状況、書類、帳簿その他必要な事項又は担

保物件の調査をすることを承認する。

（弁済充当の指定権）

第８条 乙は、丙より受領した弁済金の充当につい

て甲の指示があるときは、それに従うことを承認

する。

（違約金）

第９条 乙は支払期日に償還金を支払わなかった場

合又は甲の指定する支払期日に第２条の規定によ

り期限前償還すべき金額を支払わなかった場合に

は、延滞金額につき年12.25パーセントの割合を

もって支払期日の翌日から支払当日までの日数に

より計算した延滞に係る違約金を甲に支払う。

２ 乙は、転貸先丙が規則第16条の規定による支払

の猶予の申請をした場合において、支払期日を過

ぎて猶予しない旨の決定があった場合において

も、前項の規定による延滞に係る違約金を支払

う。

３ 乙は、第２条第１号、第３号、第４号又は第９

号に該当したこと（故意の場合に限る。）を理由

として甲から期限前償還の請求を受けたときは、

当該請求に係る貸付金の貸付の日から期限前償還

金の支払の日までの日数に応じ当該請求に係る貸

付金の額につき年12.25パーセントの割合で計算

した期限前償還の請求に係る違約金を併せて支払

うものとする。

４ 乙は、乙丙間の特約により丙に対し違約金を請

求できる事態が生じたときは、その旨を甲に報告

し、甲の指示に従う。

５ 乙は、乙丙間の特約により丙に対し違約金を請

求して弁済を受けたときは、速やかにこれを甲に

引き渡す。

（合意管轄）

第10条 甲及び乙は、この契約に関する訴訟につき

鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を管轄裁判所とす



ることに合意する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられている

林業・木材産業改善資金については、なお従前の例による。




